
 

 

 

 

 

 

 

 

パソコン等 賃 貸 借 契 約 
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令 和 ７ 年 １ 月 

社会福祉法人周南市社会福祉事業団 

 



１．件名 

 パソコン等賃貸借契約 

 

２．納入場所 

 社会福祉法人周南市社会福祉事業団の経営する施設 

 

３．詳細仕様等 

 別紙仕様書のとおりとする 

 

４．契約期間 

 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日 

 

５．応募の資格 

 本プロポーザルに参加できる者は、令和７年１月１日現在「周南市競争入札等参加資格者

名簿（物品調達（パソコン・ネットワーク機器））及び（業務委託（コンピュータの保守・管理）」に

登載されている者であること。 

 

６．参加申込 

本プロポーザルに参加を希望する者は、参加申込書（別紙 1）を提出すること。 

（１）提出期限  令和７年１月１６日（木） 

（２）提出場所  周南市瀬戸見町１２番３０号 

          周南市社会福祉事業団事務局  担当 出島 

（３）提出方法  上記提出先へ郵送もしくは持参のこと。 

 

７．提案書・見積書の内容及び提出方法 

（１）提案書の内容 

 提案書は仕様書を参照するとともに、下記内容を含め作成すること。 

①会社の概要 

ア．創立年月日  イ．代表者氏名  ウ．従業員数 エ．所在地（本社・営業所） 

オ．採用となった場合の契約窓口 

②福祉施設での業務実績（介護保険ソフトの取り扱い実績） 

③機器構成について 

④介護保険施設のＩＣＴ化について 

⑤保守の体制について 

⑥その他アピールする点があれば記載のこと 

（２）見積書 

  見積金額は、5年リースの総額について見積ること。 



（３）提出方法 

①提出期限  令和７年１月２８日（火） 

 ※締め切り後の再提出、追加提出は一切認めません。 

②提出場所  周南市瀬戸見町１２番３０号 

          周南市社会福祉事業団事務局  担当 出島 

③提出方法  上記提出先へ郵送もしくは持参のこと。 

④必要部数  ８部 

   

８．仕様書に関する質問 

（１）期 間   令和７年１月 1４日（火）まで 

（２）質問方法 電子メールにより提出すること。【アドレス：jimukyoku@shunan-jigyodan.jp】 

（３）回答方法 電子メールにより回答する。 

         ※質問の内容により、プロポーザル方式による事業者選定に公平性を保てない 

場合には回答しないことがある。 

（４）質問回答期限  令和７年１月２０日（月） 

 

９．選考方法 

（１）審査方法 

①社会福祉法人周南市社会福祉事業団の職員で構成する選考委員会において審査を行う。 

②審査基準に基づき、提案書等による書類審査、プレゼンテーション審査及びヒアリング審査を

実施する。 

③審査基準に基づき、選考委員会で採点し、最も高得点の参加者を、パソコン等賃貸借契約締

結にあたり、優先交渉権者とする。 

④優先交渉権者が締結までに、参加資格を有しなくなった場合又は契約できなくなった場合は、

次点の参加者を新たに優先交渉権者として手続きを行う。 

（２）審査基準 

①採点について 

採点は、提案書等の内容に関する評価点及び価格等に関する評価点の合計点とする。 

② 審査の基準 

ア 企業の能力（５点） 

イ 福祉施設におけるＩＣＴに対する基本的考え方（１０点） 

ウ 機器、ネットワーク構成（１０点） 

エ 保守管理・支援体制（５点） 

オ スケジュール（１０点） 

カ 仕様書との比較（１０点） 

キ 取り組み意欲（１５点） 

ク 信頼性（５点） 



ケ 福祉施設での業務実績（１０点） 

コ 見積金額（２０点） 

（３）プレゼンテーション 

  ① 日 時  令和７年２月５日（水）頃 ※詳細については別途通知する 

  ② 場 所  周南市瀬戸見町１２番３０号  

社会福祉法人周南市社会福祉事業団 特別養護老人ホームつづみ園  

  ③ プレゼンテーション時間 

    プレゼンテーションとヒアリングを含めて１社３０分以内とする。 

  ④ 留意事項  

ア．プレゼンテーションの方法は、任意とする。 

※プレゼンテーションに必要な備品等はすべて提案者にて用意すること。 

※プロジェクター、スクリーンは当方にて用意する。 

   イ．参加人数は各社３名以内する。 

  

（４）審査結果の通知   

審査結果は、参加者全員に通知する。ただし、各評価項目の点数等は公表しないものとする。

また、結果に対する異議は受け入れない。 

 

10．契 約 

（１）選定された業者との契約締結の交渉を行い、不調に終わった場合は次点業者と交渉を 

行う。 

（２）選定業者と仕様書に基づき業務の詳細を協議した後、最終契約価格を決定し、契約を 

 締結する。 

 

11．事業者選定に係る日程について 

（１）公募受付（各書類配布） 令和７年１月７日（火）～ 

（２）質問受付期限 令和７年１月１４日（火） 

（３）プロポーザル参加申込締切 令和７年１月１６日（木） 

（４）質問回答期限 令和７年１月２０日（月） 

（５）事前資料提出締切 令和７年１月２８日（火） 

（６）プレゼンテーション 令和７年２月５日（水） 

（７）審査結果通知 令和７年２月中旬 

（８）業務委託契約の締結 令和７年２月中 

 

 

 

 



12．プロポーザル実施要綱に関する問い合わせ先 

   周南市瀬戸見町１２番３０号 

   社会福祉法人周南市社会福祉事業団 事務局 

   担当 出島 

   TEL  ０８３４－３４－８８８１  / FAX  ０８３４－２９－３１７４ 

   E-mail  jimukyoku@shunan-jigyodan.jp 

 

13．その他 

（１）提案書の提案は、１社につき１案とする。 

（２）提出された提案書は返却しない。 

（３）提案書、プレゼンテーション資料に係る一切の費用は、提案者の負担とする。 

（４）必要に応じヒアリング調査を実施することがある。 

（５）提案書は受託者決定の目的以外には使用しない。提案書の記載事項は契約時に仕様と 

して採用する。ただし、双方協議のうえ、内容の追加・変更・削除はできるものとする。 

（６）契約者の決定後において、提案書・プレゼンテーションの内容等に虚偽不適切な事項等 

が発覚した場合は、契約をただちに破棄する。 

 

 

  


